
（別紙） 

令和８年度「ふくしまプライド。」情報発信事業業務委託仕様書（案） 

 

１ 目 的 

本業務では、食品の主たる購買層や今後の消費動向を左右する次世代を主たるターゲ

ットとして、「ふくしまプライド。」（福島県の人々が、日々努力し、誇りを持ってつ

くりあげてきた、農産物や県産品、観光サービスなどを、広く全国の方々に伝える福島

県のコミュニケーションメッセージ）のコンセプトを踏まえた効果的かつ戦略的なプロ

モーションを展開することにより、県産農林水産物の認知度・イメージの向上を図ると

ともに、効果的な販売促進を行う。 

 

２ 委託業務の内容 

(1) ＣＭの制作・活用 

ア 農林水産物の購買促進のためのイメージアップＣＭを４本以上制作し、県内、

関東及び県外主要都市圏のテレビ局の放送番組枠において放映すること。品目は、

もも、夏野菜、水産物、米、牛肉の５品目を基本とし、必要に応じて品目を組み

合わせて１本とすることを検討すること。ただし、水産物は必ず単独で制作をす

ること。 

イ ＣＭ制作にあたっては、「ふくしまプライド。」のコンセプトを踏まえ、農林

水産物の旬の美味しさを伝える内容とするとともに、ターゲットとなる消費者の

購買意欲に、より効果的に働きかけるクリエイティブなものとすること。 

ウ ＣＭの出演者については、これまでの本事業の実績や経緯を踏まえた上で、最

も適した人物を提案すること。なお、最終決定は県と協議の上で行うものとする。 

エ ＣＭの長さは、１本につき１５秒～３０秒とすること。 

オ 県産農林水産物の認知度・イメージを向上させるための効果的な出稿計画とす

ること。出稿計画は、流通実態を踏まえた放送時期やターゲット層への刷り込み

効果が高い放送頻度、出稿局の選定、放映時間帯等、具体的な計画とすることと

し、テレビ局、ウェブ媒体、それぞれについて最適な放映計画とすること。 

なお、テレビＣＭの放映エリアは以下を基本とし、別途県と協議すること。 

品目 放映エリア 

もも 県内、関東、関西、北海道 

夏野菜 県内、関東、関西 

水産物 県内、関東、関西、中京 

米 県内、関東、関西、沖縄県 

牛肉 県内、関東 

カ 売場での販売を促進するため、量販店に備え付けのストアサイネージ等を活用

した効果的な放映計画とすること。また、県産農林水産物の流通状況や全国のサ

ービス実施店舗を確認の上で検討すること。 

キ ＣＭの効果を促進するパブリシティを企画・実施すること。 

ク ＣＭは、テレビ放送の他、福島県ホームページでの配信やイベントにおけるＤ



ＶＤプレーヤーでの再生等を想定し、県が指定する形式での納品に対応すること。 

ケ 各ＣＭの放映後に、制作費、出稿結果及び実施したパブリシティ等について速

やかに報告を行うこと。 

 

 (2) ＰＲ資材の制作・配布 

ア テレビＣＭと一体的なＰＲ資材を制作すること。（グラフィックの企画、デザ

イン、撮影、印刷含む） 

イ デザインの種類は、もも、夏野菜、水産物、牛肉、米、全体（前に列挙した５

品目全体）の合計６種類とすること。 

ウ ＰＲ資材の種類はＢ２ポスター、Ｂ３ポスター、Ｂ３ワイドポスター、のぼり、

ミニのぼり、スイングポップの６種類とすること。 

ＰＲ資材の種類 合計数量（６品目合計） 

Ｂ２ポスター １，８００枚 

Ｂ３ポスター １６，０００枚 

Ｂ３ワイドポスター １５，２００枚 

のぼり １，０００枚 

ミニのぼり １，６００個 

スイングポップ １，５００個 

 

エ 「ふくしまプライド。」フェアの企画運営を行う事業者と資材発送等について

連携すること。なお、資材の発送については、最初のフェア（例年７月中旬頃）

での使用に間に合うよう制作スケジュールを組むこと。 

オ 県内外の飲食店等を含め、県が指定する場所へ納品すること。 

カ ＨＰによるＰＲ資材の使用希望の受付・配布に係る体制及び事務局の構築・運

営について提案すること。 

 

 (3) その他 

上記の他、目的を達成するために必要な独自の企画があれば提案すること。 

 

３ 委託期間 

  契約締結の日から令和９年３月３１日まで  

 

４ 成果品 

本事業において作成したものを含めた実績報告書を提出すること。 

 (1) 実績報告書 

 (2) 業務の中で作成した制作物 

   なお、各々の様式は、甲乙が協議のうえ定めることとする。 

 (3) その他甲が必要と認める書類 

   

 



５ 提出書類 

乙は、委託契約書に定めるもののほか、次の各号に掲げる書類を甲の指定する日まで

に提出しなければならない。 

(1) 着手届 

(2) 総括責任者通知書 

(3) 完了届 

(4) その他、甲が業務の確認に必要と認める書類 

 

６ 総括責任者 

乙は、本業務に当たって十分な経験を有する者を総括責任者として専従させなければ

ならない。 

なお、総括責任者は、本業務が終了したときは、その内容について厳密な照査検算を行

い、錯誤等の修正を行わなければならない。 

 

７ 作業等の打ち合わせ 

  乙は、本業務の期間において、甲との間で随時打ち合わせを行うものとする。 

 

８ その他 

この仕様書に定めのない事項及びこの仕様書に定める内容について疑義が生じたと

きは甲乙が協議の上定めることとする。 

 


